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令和元年11月市議会建設水道委員会資料

第194号議案 公の施設の指定管理者の指定について

(長崎市民会館地下駐車場)
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14,020円/月

称:長崎市民会館地下駐車場名

所在地:長崎市魚の町5番1号

構 造:鉄筋コンクリート地下2層式(自走式)

設置年月日:昭和 49年1月14日

設置目的:観光都市としての道路交通の円滑化及ぴ安全で快適な都市環境の形成

を図るうぇで、これらを阻害する要因である路上駐車車両を収容する。

延べ面積.約 6,617 nr

駐車台数:普通車168台、二輪車73台

入出庫時間(承認の基準)

午前7時~午後10時を基本として 15時間以上

利用料金(基準)

-3-

⑪

普通車等

区分

最初の30分まで

その後30分ごと

二輪車

宿泊及び夜間料金

最初の30分まで

その後30分ごと

定期駐車

1時間30分超

全日

昼間(8:00~19:0の

夜間(18:00~8:0の

料金

140円

船0円/(22:00~翌 8:0の

130円

60円

60円

200円/日

19,420円/月

③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩



⑫利用者数等の推移

ア駐車台数

普通車

車種

障害者

二輪

定期

平成訂年度

合計

47,713

イ指定管理委託料却

平成28年度

1,π5

17,619

i

33,269

47,8叫

金

100,326

※修繕に係る委託料を除く

平成29年度

1,869

17,169

ウ駐車料金収入

額

平成27年度

33,670

45,378

100,602

(単位:台)

平成30年度

普通車

1,799

車種

17,140

17,732

障害者

'

平成28年度

31,023

二輪

46,420

95,932

平成27年度

定期駐車券

1,フ75

16,853

回数駐車券

17,267

平成29年度

fl・言十※

29,801

30,523

※千円単位のため各車種端数調整後の合計と異なる場合あり

95,263

平成28年度

669

16,965

2,812

(単位:千円)

22,653

平成30年度

30,832

1,547

平成29年度

58,203

740

16,809

2,734

22,948

29,327

(単位:千円)

1,546

平成30年度

舶,801

鉐9

2,888

21,634

30,348

1,482

55,9即

661

2,刀8

20,258

-4-
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2 指定管理者候補者の概要

称株式会社トラスティ建物管理川名

②所在地長崎市桶屋町25番地

③代表者代表取締役中本幸人

④設立年月日平成19年7月4日

⑤主な事業

アマンション管理業務

イ設備管理業務

ウ清掃業務

エー級建築士事務所

オー般建設業など

3 、指定の期間

令和 2年4月1日から令和 7年3月31日まで(5年間)

4 指定管理者候補者の選定経過

川応募団体数 3者

②指定管理者候補者の提案概要

ア主な提案内容

(ア)障害者用駐車桝近隣へのユニバーサルデザイン事前精算機の導入

(イ)回数券のプリペイドカード化と販売機の設置

(ウ)精算機にコールセンター機能を付加し、利用者が車を降りずに駐車券の紛失や

各種トラブルに対応

(エ)自主事業の提案

・ベビーカー、車いす、雨傘、杖を無料貸し出し

・サインを含め、案内板を計画的に取替・更新

・蛍光灯から段階的にLED器具へ取替

-5-



イ管理運営体制

施設長1名、監視員2名、臨

ヨン勤務を行う

職員1名の総員4名を配置し、 3名日の口ーテーシ

施設長施設管理経験15年以上

指揮・監督

トラスティ建物管理

施設管理経験10年以上

応援要請

施設清掃経験10年以上

ウ

管理・支援

(単位:千円)固定納付金の提案額

令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度合計

28,600 27,400 29,500 31,000 31,000 147,500

23,100 21,900 24,000 25,500 25,500 120,000

報告・連絡指導・指示

提案額

下限額

監視員

工 目標料金収入

車種令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度

31,960普通車 31,96031,82431,824

702702障害者 702702

3,1103,132二輪 3,1103,132

19,39317,495定期駐車券 17,952 16,刀4

1,5681,568回数駐車券 1,5681,568

54,835 56,73454,00055,178^言十※

※干円単位のため各車種端数調整後の合計と異なる場合あり

指導・指示

清掃員

組織図

長崎市

※参考(1)「事業計画害概要」参照

(単位:干円)

令和6年度

31,960

702

3,110

19,393

1,568

56,734

-6-



③指定管理者候補者選定審査会による審査

ア審査会の人数及び構成 5人

^

長源城かほり,長崎大学大学院工学研究科准教授^

委員小林紀 (一社)長崎県中小企業診断士協会専務理事

委員平野牧男 長崎県社会保険労務士会

委員峯比呂志 (一社)長崎県バス協会専務理事

委員村木昭一郎 (一社)長崎国際観光コンベンション協会会長

イ'審査経過

審査結果決定、審査報告書作成

回数

第1回

開催日

令和元年7月25日

第2回

会長及び職務代理者の選出

指定管理者制度及ぴ指定管理者候補者選定審査

会の概要説明、長崎市営駐車場の施設概要説明、

募集要項についての協議

指定管理者選定に係る評価項目及び配点の協議

令和元年10月10日

第3回

弔4回

令和元年10月23日

第5回

~

内容

現地説明会の参加実績の報告、

選定審査方法、面接の方法、評価の方法、選定

審査日程の協議

令和元年10月24日

ウ審査報告書の概要

第一順位、第二順位となった両団体とも長崎市民会館地下駐車場の現状、基本的考

え方、対応等はよく理解されていたが、第一順位となった株式会社トラスティ建物管

理は事業計画等、総合的に見て最も高い評価を受けた。

※参考(2)「指定管理者候補者選定審査会審査報告害(写)」参照

令和元年10月28日

審査方法等確認、

会館地下駐車場、

第2駐車場)

ーフー

面接審査(平和公園駐車場、松山町駐車場)

面接審査(桜町駐車場、市民

松が枝町駐車場及ぴ松が枝町
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参考(1)事業計画害概要

主な項目

1 基本事項
川基本方針

①市民の財産である駐車場を適切に管理するため

長崎市駐車場条例、その他関係法令を遵守する

とともに、市が求める業務の効率化と公平公正

なサービスの向上を図る。

②カスト縮減に努める一方、これまでの取組み(経

験、ノウハウ等)を活かし、さらなるサービスの

向上と入居者等とのコミュニケーションの醸成

を図る。

③安全・安心の確保と災害などへの対応。

第一順位(側トラスティ建物管理)

(0

②平等利用の

確保

・公平・平等な利用の確保のため、職員等に対し研

修やミーティングを徹底して行う。

・「おもてなしの心」(ホスピタリティ)豊かな対

応を行うため、職員等に対し接遇研修を実施す

る。

.施設の利用ルールの周知や、利用マナー等の遵

守のための意識啓発のための掲示・広報等を実

施する。

・地域との連携により社会的意義のある利用を促

進。

・公共団体利用や障害者等の利用、災害時におけ

る非常時利用等での減免について、市と協議の

上、実施を決める。

①これまで長崎市民会館地下駐車の指定管理者と,し

て運営管理に携わってきたなかで、過去の事例等

を検証し、「このように対応すれぱこの結果にな

る」という対策を熟知し、迅速に動くことを一番に

考え、これまで以上の管理運営の維持向上、サービ

スの増強、利用促進の増強など管理の充実に努め

る。

②長崎市民会館の一員である二とと、長崎市の職員

という心構えを持ち、円滑な運営に寄与するため、

駐車場を利用する人々が気持ちよく使用できるよ

う努める。

③安全、安心できる駐車場運営の確保に努める。

第二順位(総長崎ガードシステム)

③個人情報の

保護

・プライバシーマーク取得企業

・個人情報保護基本方針(プライバシーポリシー)

を定め、明示するとともに、適切な社内教育を実

施。

・二れらの取扱いを統一するため「個人情報の扱

いに関するガイドライン」を策定し、これに沿っ

・管理運営業務を行う施設は長崎市の所有であり、市

民の財産であるということを業務に携わる全員が

理解したうえで業務にあたる。

・修繕や委託等で外注する業者の選定を行う場合は、

有資格業者の2社以上から見積を取り、特定の団体

に肩入れしないよう努める。

・施設員教育を徹底し、研修会や接遇教育を定期的に

実施するとともに、責任者や本社による定期不定期

の巡回を実施し、不公平事案については早急な改善

を行う体制をとる。

①利用者に対して、長崎市のルールのもと満足

のいくサービスを提供するとともに、現状に

満足することなく利用者や長崎市と意見交

換等を行い更なるサービス向上を目指す。

②すべての利用者に対して、再度利用したくな

る駐車場運営に努める。

・常に個人情報を管理していることを意識し、

個人情報の漏洩・滅失・き損の防止に努める。

・個人情報保護に関する苦情・相談・開示等の

受付窓口を設ける。

失格(制ファーストスター)

・個人情報の保護に関する法律並びに長崎市個人情

報条例、関係法令及ぴその他規範を遵守した「危機

管理マニュアル」に沿って適正に管理するとともに

全施設員に周知徹底する。

・個人情報の保存されている端末には生体認証、1D

及ぴパスワード等適切なアクセス制限を行う。

・民問業者が培ってきたノウハウやこれまでの

駐車場運営記録を活用して、新たなルールづ

くりや告知と行う。ー
ー



参考、(1)事業計画書概要

主な項目

2 事業計画
Π)施設の運営

第一順位(総トラスティ建物管理)

ア年問運堂計画

て適切な運営をおこなう。

・年間運営計画を定めるとともに、以下の項目に

ついて具体的な取組内容を明示。

・施設・機器類の保守点検業務

・施設の清掃業務

・駐車場管理・収納業務と巡回警備及ぴ安全対策

・維持補修及び修繕

イ営業の制限等

における長崎市

との運携

・指定管理者の自主事業等において、駐車場の営

業時問枠を超えた利用を行うときは、市と協議

の上柔軟に対応。

・おくんちの開催や自治会、近隣商店街、 NPO、そ

の他団体等と連携した利用の際にも、これらの

団体と協議・調整を十分に行い、通常営業時間の

枠外利用も十分に対応したい。

ウ周辺環境への

配盧

・個人情報保護及び安全管理措置について社内教育

指導を行う。

第二順位(制長崎ガードシステム)

・近隣施設への立ち寄りに係る路上駐車が多く、

入出庫時の安全確認が妨げられる場が多くある

ため、適宜巡回し、当該駐車場への案内など安全

確保に努める。

・アイドリング防止の啓発活動、出庫時の警告音

量の夜間の音量調節等を実施。

・日頃から信頼関係を築くためにご近所づきあい

に心掛ける。

・事業及び保守点検を年間予定表により実施する。

工備品以外の附

属物の調達計画

及ぴ運用

・新庁舎移転に伴う令和4年8月(予定)から令和7

年3月末までの定期駐車枠の設定に係ること。

・「とむ~で.com」について、地域全体で来街者の

アクセス支援を目的とした事業であるため、適

格な情報を提供することとし、その運用の支援

を継続する。

・A印について、市民会館やアマランスに設置して

いるため、当該駐車場には市としては設置する

・市民会館や周辺観光地でのイベント時は、駐車場出

入口付近が混雑することが予想されるため、必要に

応じ交通誘導員を配備し、未然の事故防止に努め

る。

・極力近隣の迷惑にならないように、出庫時の警告音

量の夜間の音量調整等を実施。

・避難訓練の定期的な実施や、市民大清掃等の地域活

動に積極的に参加し、地域とのコミュニケーション

を図る。

失格(総ファーストスター)

・市民会館を利用するお客様だけではなく、観

光客や新市庁舎が完成してからは市役所利用

者の取り込みを目指す。

・事前に予定表をもらい駐車枠を確保する。

・「とむ~で.00Ⅲ」を今後も活用L、満空の情報をい

ち早く配信する。

・A印は公共民間を通じて多くの施設で設置され、そ

の有効性は立証されているため、指定管理者におい

て設置する。また運用マニュアルを作成し、施設員

には使用教育研修を受講させる。

・イベント時は、終了後に一斉に出庫するため、

事前精算を促すことや、職員を増員すること

で駐車場出口の交通混雑を防止する。

・人的警備を24時間体制で配備し、緊急事態に

備える。

・A印は、現状市民会館の施設内のものを使用

することになっているが、緊急を要する場面

で使用することから、指定管理者で設置する。

・駐車場入り口の案内が分かり1こくいため、案

内板(雷光掲示板でなくてよい)を設置する。

言十画

1
一
0
1



参考(1)事業計画書概要

主な項目

オ駐車機器の調

達計画及び運用

予定はないとのことだが、救命救急活動には必

需品であるため、指定管理者において設置する。

・プリペイドカード販売機を設置し、支払の利便

性、迅速性を図る。

第一順位(鵬トラスティ建物管理)

・地下2階の事前精算機にユニバーサルデザイン

の事前精算機を導入。

・安全性を考慮し、出口精算機の位置をスロープ

上から平らな位置への変更を提案する。

・障害者桝近隣のインターホンをカメラ付きイン

ターホンへ変更する検討を行う。

②提供するサービ

ス

ア営業時問・算定

外時問の設定

イ時問料金の設

定

・現行と伺一の設定を維持する。

ウ定期券の設定

工回数券等の設

定

・現行と同一の設定を維持する。

・機械警備会社と提携し、管理室内に入金機を設置す

ることで作業効率化できるため、正確で安全な管

理、人件費の削減ξ空いた時間で他のサーピス充実

に取り組む。

第二順位(制長崎ガードシステム)

・定期券の料金体系は現行を維持し、カード方式

により人的な金銭の授受を少なくする。

・割引率は現状を踏襲し、 2,000円の金額で 2,200

円分又は 3,000円の金額で 3,300円分の利用が

出来るプリペイドカードを提案。

・合わせてプリペイドカード販売機についても導

入を提案。

オ減免の設定

・プリペードカードの導入及ぴ回数券使用の簡略化
を図る。

・精算機の設置位置を平場にすることで、利用者の操

作性・安全性の向上、指定管理者の業務の効率化を

図る。

・二輪車専用の発券精算機能の付加。

力自主事業

・現行と同一の設定を維持する。

・現状の男女共用トイレを市と協議の上、男女別

のトイレに改修し、明るい清潔なトイレとする。

・段階的に蛍光灯から LED 照明器具への取替を検

討する。

・サイン、案内板を計画的に取替、更新を行う。

・車いす、ベピーカー、杖、傘の無料貸し出しサー

・現行と同一の設定を維持する。

・土・日・祝日の昼間定額料金導入を提案する。(最大

料金 790円)

・現行と伺一の設定を維持する。

失格(繍ファーストスター)

・現行と同一の設定を維持する。

・現状と同等の機器を導入する。

・建物の構造上、車両の出入口を変更すること

は困難と考えるため、現状の位置から変更し
ない

・現行と同一の設定を維持する。

・自動販売機や電気自勳車チャージ機器の設遣。

・急な車のトラ.ブルに対応できるようにガソリンス

タンドと提携し、整備員を派造する。

・路面雷車1日乗車券の販売。
、

.観光客へのサイウリング自転車の貸し出し。

・現行と同一の設定を維持する。

・現行と同一の設定を維持する。

・現行と同一の設定を雑持する。

・現行と同ヤの設定を維持する。

・現行と同一の設定を維持する。

・掲示板を作成し、市民会館敷地内への設償

告知を行う。

ー
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参考(1)事業計画書概要

主な項目

キモの他サービ

ス提供

3 管理運営体
制

U)人員配置と職場

環境

ア人員配置の考

え方

第一順位(鵬トラスティ建物管理)
ビスを実施。

・常駐スタッフに加え、コールセンターの連携に

よる 24時間365日対応を提案。

・各種資格を持った陣営を配しており、"あらゆる

建物の管理に対応できており、市営住宅、長崎県

勤労福祉会館、長崎港元船地区の指定管理者と

して業務を行っている。

イ職員配遣 ・施設長1名、監視員2名、臨時職員1名の総員4

名を配置。

第二順位(繍長崎ガードシステム)

・体の不自由な方用の呼出しインターホンの設置、排

出ガス削減策、交通弱者への配慮、ベビーカーの無

料貸し出し、利用者アンケートの実施、観光客への

案内、利用者からの要望・普情対応

ウ現場実施体制

工職場環境の整

備

監視員A

・新規雇用を行わず、当施設の運営に必要な知識及ぴ

経験を有する現在勤務している職員を継続して配

置する。

・お客様や長崎市からの要望があれぱ、職員の配置変

更も柔軟に対応する。

.

一

施設長

平日・休日ともに2交代制3名配置(1~2名常

駐)

・空気環境測定を行い、管理基準値から外れてい

る場合には原因を調査し、空調設備の運用方法

改善を行う。

・害虫防除において、従来の薬剤散布ではなくデ

ータを基に施工管理を実施する IPM 手法に準じ

た作業を実施。

監視員B

オ職員の教宵及

び研修計画

・主任1名、施設員2名、臨時施設員1名の総員4名

を配置。

臨時職員

・年間計画に基づく研修の実施。

・救命講習を受講させ、A印の取扱いを習得させ

失格(鵬ファーストスター)

〔本社)駐車場担当者

・新市庁舎運用開始に伴い、周辺道路の混雑が

予想されるため、桜町駐車場との連携、必要

に応じて交通誘導員を配置して運営にあた

る。

・平日は3交代制3名配置(1~2名常駐)

・休日は2交代制2名配置(1名常駐)

. 場長及び副場長に関しては、同等施設の経験

者を配置する。

・市から貸与される備品のほかに、パソコン、電話・

FAX、空気洗浄機を整備する。

・健康診断の実施。

・疫病対策として害虫駆除を実施する。

施設員主任

・場長1名、副場長1名、通常職員2名の4名

配置。

施設員A

施設員B

・接遇マニュアル等に基づく研修の実施。

・施設管理上必要な技術教育の実施。

臨時施設員C

場長

・平日は2交代制3名配置

・休日は2交代制2名配置

副場長

職員A・B

・事務所内の気温環境を整える。

・夏場の熱中症対策

(1 ~ 2名常駐)

劇名常駐)

・年に一度職員に対する教育及び研修の実施。

1
一
M
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参考(1)事業計画書概要

主な項目

②経理

第一順位(槻トラスティ建物管理)
る。

感染症に閲する教育を実施。.

・経理事務は本社経理部が担当し、駐車場に勤務

する職員が管理業務に専念できるようバックア

ツプする。

・料金徴収は手集金がなるべく少なくなるよう、

プリペイドカード販売機を導入し、従来の回数

券方式から順次移行したい。

・両替の手間などを省くため、高額紙幣対応の精

算機を導入する予定。

③危機管理

ア警備・保安対策

・管理室を拠点とし、防災装置や警報装置の監視

を実施。

・施設内の巡回を行い、施設利用における不法行

為、迷惑行為等の点検、不審者・不審物の点検と

対応や施設に異常・異変がないかチェックし、施

設の安全性を確保する。

.コールセンターとの契約警備会社への委託を行

うことで、施設の二重チェック体制が確立され

る。

・緊急・救急対応に関する教育の実施。

・料金徴収に関する研修の実施。

イ緊急時の対応

第二順位(閥長崎ガードシステム)

・本社の駐車場担当者は施設員主任と連携し、月度集

計等にミスがないよう二重チェックを行う。

・指定管理委託費は、市民会館地下駐車場専用の口座

を開設し、委託費の支払い等が明確にわかるように
する。

・モニタリングの結果、管理業務に改善等が必要な場

合は、速やかにその達成に努める。

.事故・災害時対応マニュアルの作成とシミュν

・」ションが必要。

・事故・災害が発生した場合は、常駐時は管理事務

室にて受付対応、夜問・休日はコールセンターに

おいて 24時間365日の受付対応を行う。

.「危機管理マニュアル」及び緊急通報連絡網を

整備し、危機管理体制を確立。

ウ利用者とのト

ラブルの未然防

止と対処方法

・警備の最前線を担っていることに留意し、携帯雷話

等により管理室と密に連絡をとりながら巡回を実

施する。

・地下1階トイレ、階段、通路の死角等で不審者を見

つけたら声かけを行う。

・施設員が常駐していることを常に意識させ、見せる

巡回を行う。

.コールセンターと遠礪による危機管理を委託契

約するため、利用者の第ートラブルはウェブカ

メラ付きの精算機でコールセンターの応援にて

90%近くが解決すると推測。

失格(鵬ファーストスター)

・長崎市の法令、基準に従い経理にあたる。

.市民会館と一体の施設であることから、緊急時には

市民会館職員と連携をとり一緒に行動しなけれぱ

ならないと考えている。

・市民会館防災訓練への参加や、市民会館防災マニュ

アルの把握が必要。

・夜間に事故・災害が発生した場合は、機械警備会社

が受付対応を行う。

゛

・不審者,不審物を発見した場合は、一人で対

応せず二人以上で対応するよう努める。

・夜間は、機械警備会社に委託し、侵入者、火

災、機器の故障等が発生した場合は、担当者

にすぐ連絡が入る。

・混雑が予想される場合は、定期利用者や市民会館を

頻繁に利用される方には事前に声かけや文害での

お知らせを実施する。

・緊急時の連絡は24時問体制。

・利用者の意見をよく聞き、真塾な対応を心が

ける。

1
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参考(1)事業計画書概要

4 事業評価
川評価と改善

ア管理運営にお

ける指標及び目

標値

主な項目

・目標台数(台)

第一順位(側トラスティ建物管理)

普通車

イ評価方法と改

善の取り組み

障害者

兪2

二輪車

46,800

定期〔全日)

1,800

胎

定期喝剛

46,帥0

17,400

・アンケートによる顧客満足度調査を実施し、自

社モニタリングを行う。

・目安箱を設置し、日ごろのサービスや維持管理

に係る相談や苦情を受け付ける。

・要望、クレームなどに対して、不足していた部分

の研修を再度実施。

・市庁舎の完成に伴い、周辺の環境が大きく変わ

る区とに加え、駐車場需要も様変わりすること

が推測されるため、利用率を上げるような方策

を市と協議のうぇ推進。

1,部0

R4

240

47,000

17,400

948

1,800

R5

240

47,000

17,280

864

1,800

R6

280

47,000

17,280

固定納付金
提案額

860

1,800

計

234,600

280

17,280

・目標台数(台)

第二順位(繍長崎ガードシステム)

940

9,0叩

280

部,640

940

1,400

普通車

4,552

障害者

R2

二輪車

提案額(5年間総額):147,500 千円

(下限額 120,000 千円の 122.9%)

",400

定期栓日)

1,920

R3

定期唾脚

44,400

18,000

・社内運営委員会を設置し、定期的な会議の開催し、

目標達成度の確認、未達成あるいは達成の原因追

究、改善について話し合う。

・外都監査を行い、目標及び問題点等について協議、

解決を図る。

・ホームページによる意見募集や来訪者アンケート

調査、地元、県外定期的な定性調査・定量調査の実

施、市民ワークショップにより、利用者の要望の把

握。実現策に取り組む。

1,920

R4

180

44,800

18,000

1,0OB

1,920

R5

168

45,000

18,000

936

1,920

R6

316

45,000

18.000

8叫

1.920

計

223,600

396

18,000

・目標台数(台)

部4

失格(鵬ファ・」ストスター)

9,600

396

90,000

部4

1,456

普通車

4,536

障害者

R2

二輪車

47,000

提案額(5年問総額):124,502千円

(下限額 120,000 千円の 103.8%)

定期【全日)

1, BO0

脇

定期恨剛

47,500

17,500

1,800

R4

・現状の駐車状況が目標値を達成していない場

合は、その理由を現場サイドとよくすり合わ

せを行い、どうすれぱ次につながるか解決に

向けて取組む

4B,000

17,500

18

引

1,800

R5

48,000

17.500

18

再

1,800

R6

48,000

17.500

帽

67

1,800

計

2開,500

17,500

18

釘

9,000

18

87.500

釘

90

201

提案額(5年間総額):120,000 千円

(下限額 120,000 千円の 100.0%)

,
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長崎市土木部指定管理者候補者選定審.査会

審査報告書."

(長崎市民会館地下駐車場)

参考(2)

-15-

令和元年1・0月



長崎市長.田上富久様

長崎市土木部指定管理者候補者選定審査会における審査結果にういて倖&告)

長崎市民会館地下駐車場の指定管理者の指定に係る申諸内容の審査を行いましたので、審

査結果について次のと為り報告します。

1 審査結果

①第」順位株式会社トラスティ建物管理

(2)第二順位株式会社長崎ガードシステム

(3)失格株式会社ファーストスター

2、選定審査会の構成

長崎大学大学院工学研究科准教授'、 長源城かほり=^

(一社)長崎県中小企業診断士協会専務理事委員小林.紀

長崎県社会保険労務士会委員・平野牧男

(一社)長崎県バス協会専務理事委'員峯比呂志

(一社)長崎国際観光コンベンション協会会長村木'昭一郎委員

長崎市土木部指定管理者候補者選定審査会

令和元年10月28日

.灘.""@

ー'16-

3 審査の方法

応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要

件を満たしているかを確認し、事業計画書等の内容や面接に基づき評価を行いました。

評価の結果、合計点数が最も高い提案を第一順位として選定し、以下、指定管理者とし

て適当と思われる団体までの順位付けを行いました。

なお、審査にあたっては公平性及ぴ公正性を確保するため、全ての審査において団体名

を伏せて実施しました。(現場説明会は、応募予定者同士が顔を合わせないように個別で実

施しました。)

会



4 審査の経緯

回数

第1回

開催日

令和元年7月.25日

、

第2回 令和元年10月10日

第3回

会長及び職務代理者の選出

指定管理者制度及び指定管理者候補者選定審査会の

概要説明、長崎市営駐車場の施設概要説明、

募集要項についての協議

指定管理者選定に係る評価項目及び配点の協議

第4回

令和元年10月23日

第5回

令和元年10.月24日

5 申請団体偏脚圓

株式会社トラスティ建物管理

株式会社長崎ガードシステム

株式会社ファーストスター

6 審査結果(採点結果は別紙のと翁りです。)

(D第一順位株式会社トラスティ建物管理

全般的によく施設の状況を理解された提案がなされでいる。特に、施設の運営計画にお

いてし・駐車場精算機の位置変更や.プPぺイドカード販売機の設置をはじめ・としだ利用者の

利便性を向上するための様々な提案があることに加え、人員配置と環境整備に細かい配慮

が見られるとともに、個人情報保護の取組み、年間研修計画による職員のスキルアップが

期待できる点が高く評価できる。

②第二順位株式会社長崎ガードシステム

現状の課題がよく把握されて給り、その改善策の提案もなされている。また、入金機の

導入による職員の労力削減や、休aの 3時間を超える利用に対する据え置き料金の提案な

ど、評価できる点が多かったが、事業内容に即した事業計画や人員配置、環境整備におけ

る創意工夫が第」順位に及ばなかった。

現地説明会の参加実績の報告、

選定審査方_法、面接の方法、評価め方法、選定審査日

程の協議

内容

令和元年10月28日

審査方法等確認、、面接審査(桜町駐車場、市民会館地

下駐車場、松が枝町駐車揚及び松が枝町第2駐車揚)

面接審査(平和公園駐車揚、松山町駐車揚)

審査結果決定、審査報告書作成

-17ー

(3)失格'株式会社ファース'トスター

失格基準であ,る「技術点の区分の合計点が.配点の60%未満となるとき」に該当すること

から失格となった。

、



7 審査会総評

①審査に関する総括的な講評

第一順位、第二順位となうた両団体とも長崎市民会館地下駐車場の現状、基本的考え方、

対応等はよく理解されていたが、第一順位となった団体は事業計画等、総合的に見て最も

高い評価を受けた。

②選定審査会からの要望

配置する職員の休憩場所の確保等、良好な労働環境を保った駐車揚運営を月指してほしい。

-18-



(別紙)

採点結果

評価項艮

基本

方針
当該施設の管理
運営,にあたり、施

設の設置目的等

に合致した経営理

念・方針を持っ工
いるか

配点

平等
利用

の確、
保

施設の利用に関

・し、公平性を確保

する考え方と方策
が適切であるか

計

個人

情報
の保

護

、

10

第一順位

株式会社

トラスティ建物管理

施設の利用者の
個入情報の保護

に関する措置は適
切か

50

事業杓容に合った
計画であるか

5

30.00

採点

25
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長崎市民会館地下駐車場指定管理者募集要項

参考(3)

長崎市土木部士木企画課

令和元年度
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指定管理者の

長崎市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及ぴ長崎市駐車場

条例(昭和46年長崎市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により、

長崎市民会館地下駐車場(以下嘴き車場」という。)の管理に関する業務を行う指定管理

者の募集を行います。

長崎市民会館地下駐車場指定管理者募集要項

【根拠法令】

地方自治法第244条の2第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地

方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせる二とができる。

【根拠条例】

長崎市駐車場条例第3条第2項

市長は、前項の指定にあたっては、公募の方法により、これを行うものとする。

(第1項市長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条

の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に

行わせる。)

2

m 設置目的

今回指定管理者を募集しようとする駐車場は、市街地の交通渋滞を緩和し、市民の安全

で円滑な交通の確保及び観光都市としての道路交通の円滑化を図るために設置した市営の

都市計画駐車場です。

②施設の概要

の 的及ぴ

施設の名称

施設の所在地

施設の概要

長崎市民会館地下駐車場

長崎市魚の町5番1号

(構 造)鉄筋コンクリート、地下2層式(自走式)

(施設・設備の内容)

a}自動料金精算システム(現況)

・入場発券機 1基

・料金精算機 1基

・事前精算機 3基

・入場ゲート機 1基

・精算ゲート機'1基

-1-
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・料金計算機 1基

・割引ライター 1基

・カード書込機 1基

②在庫(満空)管制システム住見卿

・黄色回転灯 1基

・満空表示灯 1基

③その他

ITV装置一・式

・階段 2力所

2力所・トイレ

(収容台数)小型車1 68台・二輪車73台

(駐車場面積) 6,61 7.30 rr;

(竣 エ)昭和48年1 2月

(供用開始日)昭和49年1月14日

(条例施行規則において基準とする入出庫時問数)

15時間以上(基本:午前7時から午後10時まで)

(施設平面図)別紙のとおり

,

その他

■利用台数実績

長崎市民会館地下駐車場の概要については、下記ホームページ「市営

駐車場のご案内」を参照してください。

ht如://W艸. c ity. nagasak i. 1g. jp/suma iメ640000/643000/PO05487. htm l

H?フ

H28

H29

H30

■料金収入

(現金)

普通車

47,713

47,894

定期

45,378

H27

33,269

46,420

H28

33,670

H29

二輪

31,023

H30

17,619

29,801

普通車

17,169

30,522,950

障害者

17,732

30,船2,310

17,267

1.725

29,327,230

1,869

30,348,120

二輪

ノ{ス

2,811.叫0

1,799

単位

2,734,260

1,刀5

マイクロ

2,舘7,750

障害者

2,7刀,530

668,930

740,670

6能,610

ノ§ス

-2-

-28-

661,120

単位:千円

マイクロ

台



(定期券・回数券)

H27

H28

H29

H30

3

※H31.3時点定期発行枠 112 枠分(昼問 1,168 台/年、全日 219 台/年)

定期券

22,価2,630

m 指定管理業務

指定管理者は、次の事業及び業務を行うこととします。

なお、詳細は仕様害に従い実施することとします。

ア駐車場の供用に関する業務

イ駐車場の施設及び設備の維持管理に閏する業務

ウ.前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関して市長が必要と認める業務

②自主事業

指定管理者は、施設利用者の利便性や施設の魅力向上に資する自主的な事業を自ら

の費用により行うことができます。

提案内容が、施設の設置目的に沿う場合は、長崎市の承認を得て自主事業として実

施していただきます。施設の設置目的に沿わない場合については、施設の設置目的や

用途を妨げない限りにおいて、別途許可等を受け必要な施設使用料等の納付をしてい

ただいたうぇで実施することとなります。

また、利便性や魅力の向上に資さないと判断される場合、実施は認められません。

なお、自主事業として認められた場合は、使用料の定めのあるスペースを使用する

場合を除き、許可や施設使用料等の納付は不要となります。

22,948,020

単位:円

理が行'業の囲

21,633,570

回數券

20,257,500

1,546,600

1,546,000

1,481.800

1,.504,400

丑_指^

令和 2年4月1日から令和 7年3月31日まで(5年間)

5 管理にする基本的

m 供用時間

午前0時から午後12時まで(24時問)

②入出庫取扱時問

長崎市駐車場条例施行規則(前記施設概要参照)を基準として、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て決定することになります。

ただし、必要と認められる場合は、承認した入出庫時間を変更することがあります。

-3-
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③駐車の拒否又は取消し

長崎市駐車場条例第14条各号のいずれかに該当する場合には、長崎市の判断におい

て駐車の拒否又は取消しができます。

④主たる業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務の主要な部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできません。ただし、指定管理業務の一部の業務を委託する場合で、あらかじめ長

崎市の承認を得たときはこの限りではありません。この場合、長崎市内に本社を有する

長崎市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要項(昭和55年8月1日施行)

第11条に規定する有資格者名簿又は長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及ぴ選定

要項(昭和63年12月1日施行)第Ⅱ条に規定する有資格者名簿に登録されている者

(以下、「有資格者」という。)を優先してください。

⑤備品等の取扱い

指定管理者は、別途協定書等に定める施設運営に必要な、備品を管理します。

施設の備品は長崎市が購入しますが、指定管理者自らの判断により施設の運営のため

の備品を購入することも可能です。この場合、維持管理も含めた費用は指定管理者の負

担となり、備品は指定管理者の帰属となります。

⑥関係法令等の遵守

指定管理者は、条例、規則、地方自治法、個人情報保護法に関する法律、消防法、労働

基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他の労務関係法令及び仕様書に記載している

その他の関係法令等を遵守し、業務を履行しなけれぱなりません。

⑦個人情報の取扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条例第37条の規定により、個人情報の保護に留

意するとともに、業務の実施に関して知りぇた個人情報について漏えい、滅失、改ざん

及び殿損の防止、並びに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を講じなければなりません。違反した場合には、長崎市は、損害賠償の請求をすること

ができます。

また、個人情報の漏えい等の防止並ぴに本人からの開示の申し出及ぴ苦情への適切か

つ迅速な対応その他個人情報の適正な管理を図るために、指定管理者は個人情報の取り

扱い規定等を作成するものとします。

⑧情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例第25条の規定により、情報の公開に関する規定等

を作成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し必要な措置を講ずるよ

う努めるものとします。

⑨秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らした

り、自己の利益又は他の目的に使用することはできません。指定管理期間が終了し、又

は指定を取り消された後においても同様とします。

-4-
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、

⑩文書の管理及び保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文響等は、適正に

管理・保存することとします。文害等の管理及ぴ保存の期間については、本業務の終了

後5年間とします。ただし、長崎市が必要と認める文書等については、指定期間終了時

に、長崎市が指示を行い、引き渡しを受けることとします。

⑪環境への配慮

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に努める

こととします。

ア省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

イ廃棄物の発生を抑制しりサイクルの推進及び廃棄物の適正処理

ウ環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

6

指定管理者は、利用者が支払う利用料金収入により管理運営を行うこととなります。

なお、本募集要項における経費に関する金額はすべて税込み(消費税 10%)とします。

m 利用料金収入

当該施設は、利用料金制を適用します。したがって、利用者が支払う利用料金は指定

管理者の収入となります。利用料金の額は、長崎市が条例で定める額(下表)を基準(上

限)として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることとなります。

に る

ア駐車料金の基準額

車種

種別

日通自動車

小型自動車

軽自動車

昼間駐車料金

最初の30

分まで

その後30

までごと

イニ輪料金の基準額

140円

夜間駐

車料金

130円

単位

入出庫1回につき

全日

船0円

定期駐車料金

昼間(午前8時から午後7時ま

で)又は夜間(午後6時から翌日

の午前8時まで)

19,420円

初の1時間30分まで

30分につき

14,020円

駐車料金

60円

1時間30分を超える場合

-5-
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ウ回数駐車券の基準

種

②

※ほか、現在同様の割引率にて二輪車用の回數券発行あり

利用料金の減免

下表の車両は減免対象とし、減免割合は基準(下限)をもとに指定管理者があら

かじめ市長の承認を得て定めることとなります。また、下表の対象車両以外につい

て減免することも可能ですが、これについてもあらかじめ市長の承認を得て定める

必要があります。

1 30円券(22枚つづり)

1 40円券(22枚つづり)

栢

'道路交通法(昭和35年法律第 105号)第39 条第 1項

に規定する緊急自動車

・当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職

員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため

に使用する自動車

・駐車場の調査又は検査のために駐車する自動車

・駐車場の運営又は施設及ぴ設備の維持管理のために

駐車する自動車

・駐車場から排出する一般廃棄物を収集するために駐

車する自動車・本市又は本市の機関の職員が公務を行

うために使用する自動車

・本市又は本市の機関が主催し、又は経費の一部を負担

する行事の開催及ぴ運営にあたり必要と認められる

自動車

金

対象車両

額

2,

2,

600

゛

800

円

減免割合(基準)

・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条

に定める身体障害者手帳、精神保健及ぴ精神障害者福

祉に関する法律(昭和25年法律第 123号)第45条に

定める精神障害者保健福祉手帳又は厚生労働大臣が

定めるところによる療育手帳を所持する者が乗車す

る自動車

1,フ75

その他市長が特に必要と認める自動車

■減免の実績

利用料金の10割

10割減免

5割減免

H27

507

1,725

利用料金の5割

H28

1 17

1,869

-6-
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市長が定める額

H29

142

1,799

単位

H30

247

台



、

③利用料金の取扱い

利用料金は、利用日の属する年度の収入とします。令和2年4月、1日から令和7年

3月31日利用分までの利用料金(駐車回数券及ぴ定期駐車料金含む)が、本公募によ

り選定する指定管理者の収入となります。なお、令和7年4月以降の定期駐車料金に

係る利用者の権利については次期指定管理者に引き継ぐものとします。

舛)営業の制限に関する事項

一般の定期駐車料金の取扱い台数の上限は次のとおりとします。

令和2年度

また、上記とは別に、市庁舎移転に伴い令和4年8月(予定)から令和7年3月末ま

で、長崎市又は長崎市の機関において全日定期駐車料金40台/月を年間の半分程度の期

間購入することとしていますので、受け入れることとしてください。

なお、これら増収・減収は固定納付額の下限設定における積算で見込んでおります。

⑤駐車機器の取扱い

本駐車場の駐車機器(発券機、ゲート、事前精算機、精算機、監視盤、表示灯など)

は、現在設置している機器は使用しません。指定管理者において賃貸借や再委託等によ

り独自に持ち込み、設置してください。また、当該駐車機器に係る契約(支払)期間は

5年で設定していただきますが、令和7年4月以降の5年間についても、次期指定管理

者に契約を更新してもらい、設置した機器を継続使用してもらうことを想定しているた

め、このことを契約条件としてください。

なお、持ち込み機器の設置は原則として令和2年4月30日までに完了させてくださ

い。

⑥備品以外の附属物に係る経費

本駐車場は、駐車場の位置や営業時間と現在の満空情報を、一般社団法人長崎サービ

スアンドディベロップメンツが運営・管理を行っているウェブサイト「とむ~で.com」

で配信しているほか、駐車場案内表示版を近隣路上に設置しており、これらに係る費用

については指定管理者の運営経費より負担していただきます。

また、市民会館駐車場の事務室には、従前の指定管理者より「空気清浄機」のりース

契約が継続されているため、これを.引き継ぐものとし、必要な契約、賃借料の支払いを

指定管理者により行っていただきます。

⑦施設にお.ける自主事業の経費

自主事業の実施に係る経費については全て指定管理者の負担とし、自主事業により得

た収入については指定管理者の収入とすることができますが、損失が発生した場合は、

全て指定管理者の負担となります。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、

利用者への還元など利益の取扱いについても併せて提案をしてください。詳細につぃて

は、協定書において定めることとします。

99 台/月

令和3年度

92 台/月

令和4年度

舗台/月

令和5年度

舗台/月

令和6年度

85 台/月

ーフー
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⑧ 駐車場施設の修繕

ア長崎市が行う修繕

計画修繕及びイで定める指定管理者が行う修繕以外の修繕は、長崎市が行います。

イ指定管理者が行う修繕

年間上限額1,400千円(消費税及ぴ地方消費税相当額を含む。)として、付属設

備や備品の故障、雨漏りなど駐車場運営において緊急、を要する修繕を指定管理者に

おいて対応するものとします。なお、なお、指定管理者が行う修繕は利用料金収入

より支出していただきます。

長崎市への納付金

ア固定紬付金

各年度の収入状況にかかわらず、指定管理者が長崎市へ納めていただく紬付金で

年4回に分割して納付していただきます。納付金額は下表の金額を下限として提案

してください。

なお、令和2年度以前に発行済みの回数駐車券の使用があった場合や、令和2年3

月31日までに本市が収納した令和3年度の定期駐車料金は、その金額を差し引いて

納付していただくとともに、回収した使用済み回数駐車券は提出していただきます。

⑨

年度

令和2年度

.

令和3年度

イ変動納付金

指定管理者は、一会計年度において指定管理業務により得た収入が、指定管理業

務経費の提案額と固定納付額の提案額の合計を上回った場合ぱ、上回った部分の

50%に相当する額(10 万円未満の端数は切り捨て)を納付していただきます6

なお、当該算定からは利用料金収入の提案額を超える部分に起因する経費を控除

するこ.ととします。

⑩長崎市への紬付金額の変更

長崎市への納付金額は、・社会情勢の急激な変化に伴う大幅な経費の変動が生じた場合

等、特別な事情がある場合を除き、変更は行いませんが、以下の状況となった場合は協議

を行うこととします。

ア指定管理業務を追加及び廃止した場合

イフの責任の分担に基づく協議が必要となった場合

⑪修繕費の精算

指定管理者は、修繕費に係る支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、市が指定す

令和4年度

令和5年度

令和6年度

固定納付金(年間)

23,100 千円

21,900 千円

24,000 千円

25,500 千円

25,500 千円

-8-
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'

る日までに市に提出するものとします。また、修繕費は実績により精算を行うものとし、

修繕費の年間上限額から実績額を差し引いた額を、毎会計年度終了後、市が指定する日

までに市に納付金として紬付していただきます。

なお、精算については消費税及び地方消費税相当額を含んだ額で計算します。

⑫その他

指定管理業務開始前の引き継ぎ準備に係る経費は、指定管理者に指定された団体の負

担となります。

Z一責^分担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおりです。なお、詳細につぃては、関

係法令等に基づいて、協定害に規定することとします。

制度・法令変更

項

施設管理・運営に影響を及ぼす法令

等の変更

税制度の変更

指定管理者自身に影響を及ぽす法

令等の変更

物価変動

目

施設管理・運営に影響を及ぽす税制

変更

運営費の膨張

一般的な税制変更

物価変動に伴う経費の増

利用者の変動

人件費等の運営費の膨張

長崎市

0

長崎市の事情による利用者の減

利用料金の未収

指定管理者

自主事業りスク

当初の事業計画の利用者見込みと

の相違

0

施設設備等の

損傷

利用料金の未収による収入減

0

自主事業の実施に伴い発生するり

スク

0

(短期間の目的

外使用による利

用者減は対象と

しない)

損害賠償

管理上の最症による施設・設備・備

品の損傷

0

経年劣化等管理上の最症によらな

い施設・設備・備品の損傷

※0

※0

管理上の暇症による施設・設備・備

-9-
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品の不備による事故や火災等に伴

う利用者への損害

管理上の暇癌によらない施設・設

備・備品の不備による事故や火災等

に伴う利用者への損害

運営りスク

管理上の暇症(指定管理者の責)に

よる施設・設備・備品の不備による

事故や火災等に伴う臨時休場等の

運営りスク

管理上の暇癌によらない(長崎市の

責による)施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う臨時休

場等の運営りスク

不可抗力

指定期問開始前の準備及ぴ業務引継ぎにかかる費用

負担

自然災害等による施設・設備・備品

の損傷、利用者への損害、臨時休場

等に伴う運営りスク

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対

応)

協議事項

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検、修

繕、安全衛生管理)

0

(責任の範囲に

ついては協議す

る)

管理事務所、倉庫等の物品管理

0

利用料金の設定

入出庫取扱時間の設定

協議事項

減免の設定

利用料金の収受、減免受付・承認

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法的管理(占用許可等)

0

0

(修繕について

は、 1件当りの金

額が 130 万円未満

のもの)

0

0

市長の承認が必要

0

0

市長の承認が必要

-10-
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施設の整備、改修

災害時対応.(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応

急措置)における指示等

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応

急措置)

災害復旧(本格復旧)

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぽすものについては、その都度協議することとし

ます。

<本責任の分担のぼか疑萎があるものについては、その都度協議することとします。>

0

旦_保陰

①損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失し

たときはそれによって生じた損害を市に賠償しなけれぱなりません。指定管理期間の終

了後、又は指定の取消し後も同様とします。

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償につ

いては、国家賠償法第1条(公務員の不法行為による損害賠償)、同法第2条(公の営造

物の瑁癌による賠償)に基づき長崎市が行います。ただL 長崎市が指定管理者の責め

に帰すべき事由により発生した損害について、第三者に賠償したときは、長崎市は指定

管理者に対して長崎市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求するこ

とができます。

③保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入

してください。なお、長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています6

同保険の賠償責任保険の内容は次のとおりです。

10億円

0

0

0

0

0

0

市が加入する保険

と重複しない範囲

で必要な保険に加

入する

2千万円

施設賠償責任保険契約類型

てん補

限度額

身体賠償

財物賠償

1名につき

1事故につき

1事故につき

一Ⅱ一
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9 公にする内容

m 指定管理者の公募及ぴスケジュール

実施スケジュールは次のとおりです。

ア募集要項・資料の配布

イ 質問書の受付

ウ現地説明会の開催

工

オ面接審査の実施

申請の受付

力選定結果の通知

令和元年9月12日(木)~10月15日(火)

キ指定管理者の指定の手続き

令和元年9月12日

①1 回目締め切り

②2回目締め切り

ク指定管理者との協定締結

ケ指定管理者による管理の開始

※オの日程、場所等詳細については、後日応募団体に連絡します。

②指定管理者の公募手続き

ア募集要項等の配布

募集要項、仕様書及ぴ申請書等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダウ

ンロードできます。また、土木企画課の窓口でも配布します。(ただし、午前8時45

分から午後5時30分までの間とし、土曜・日曜・祝祭日は除きます。)

長崎市指定管理者ホームページURL

http ://W艸. o ity. nagasak i.1g. jp/syoka i/760000/764000/index. htm l

イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。1回目.の質問への回答は、上記

ウの現地説明会及び長崎市指定管理者ホームページ上にて行います。また、2回目の

回答は、説明会参加団休及び質問団体にFAX又は電子メールにて回答し、併せてホー

ムページにも掲載します。

令和元年9月24

申込締め切り

(木)~10月2日(水)

9月19日(木)午後 5時30'分

10月2日(フK)午後 5時30分

令和元年10月7日(月)~10月15日(火)正午

令和元年10月下旬

日(火)~

9月19日

令和元年10月下旬

令和元年12月

令和2年3月(予定)

9月27日(金)

(木)午後5時30分

令和 2年4月1日(フK)

-12-
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受付期間

受付方法

1 回目令和元年9月12日(木)~9月19日(木)午後.5時30分まで

2回目令和元年9月24日(火)~10月2日(フK)午後5時30分まで

募集要項に関する質問書(様式 1)に記入のうぇ、郵送、FAX又は電子メー

ルにて送付してください。電話(口頭)での質問は受け付けません。

※FAX及ぴ電子メアルでの送付については、必ず通信の確認をお願いします。

長崎市土木部土木企画課.(長崎市役所本館5階)

担当玉村、玉川(企画係)

住所〒部0-8685 長崎市桜町2-22

電話 0鮖一829-1415 (直通)

FAX 095-829-1229

E メール doboku_kikaku@oity.舶gasaki.1ぎ. jp

提出先

ウ現地説明会の開催

募集要項の内容、提出婁類、業務の内容及び施設の概要等について、次のとおり説

明会を開催します'応募を予定している団体は、必ず出席してください。

駐車場名

長崎市民会館

地下駐車場

参加人数

申込方法

各団体2名まで

現地説明会参加申込書(様式2)に記入のうぇ、郵送、FAX又は電子メールに

て 9月19日(木)午後5時30分までに送付Lてください。申込後、日程調

整の上、開催期間中の日時に個別で現地説明会を行います。

※ FAX 及ぴ電子メールでの送付については、必ず通信の確認をお願いしま

す。

上記イ質問書の提出先に同じ

令和元年9月24日(火)~

9月27日(金)

開催期間

申込先

工 申請の受付

申請害類を次のとおり受け付けます。

受付期間:令和元年10月7日(月)~10月15日(火)

午前8時45分から午後5時30分まで(最終日は正午まで)

10月15日(金)午後5時30分まで(必着)

〒部0-86部長崎市桜町2-22 (長崎市役所本館5階)

長崎市土木部土木企画課

※申請書等の提出は持参又は郵送とします。

提出期限

受付及び

提出場所

開催場所

長崎市民会館

地下駐車場

-13-
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10

川

応にする項

応募資格

法人その他の団体であり、次の事項をすべて満たすものであること。

長崎市の有資格業者であること。

長崎市内に本社を有する者であること。

※複数の団体がグループを組み応募すること(以下「グループ応募」という。)もできる

こととします。ただし、この場合にあっては、グループを構成する団体すべてにおい

て、個別に応募資格を満たしている必要があります。また、応募に伴い代表構成員を定

め、責任体制を明確化することとし、協定締結においては、すべての構成員を協定の当

事者とします。

【有資格者名簿の登録について】

本施設の指定管理者に応募するためには、長崎市の有資格者名簿に登録されている

ことを条件とします。名簿登録がない団体は、長崎市の

・物品製造等

・建設工事

・建設コンサル

のいずれかの名簿への登録手続きを行ってください。

(手続先)

〒部0-86部長崎市桜町2番22号(長崎市役所本館4階)

長崎市理財部契約検査課総務係電話095-829-1160

(手続内容)

次の書類を持参又は郵送により提出してください。

※手士1=する日については上記手士先へお司い合せください

名簿の種類

物品製造等

建設工事

建設コンサル

、、

なお、必要な書類等にっいては、契約検査課窓口、 又は、次の眼Lで取得できます。

0 320000 321000 026船9. html

競争入札参加資格審査申請害(物品製造等)

物品製造等 h杜:脚W.cit .na asaki.1

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書

~建設工事~

建設工事

建設コン"

ウ 3年以上の実績を有する(過去3箇年分の財務諸表を提出できる)団体であること。

ただし、法人以外の団体においては、この限りではありません。

一般競争(指名鏡争)入札参加資格審査申請書

~建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等~

htt ;/ WWW. c it

提出書類

h士t : WWW. cit . na asaki. 1

a8ak i. 1na 0/320000/321000/促6798. html

0 320000 321000 促卵34.html

-14-
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工長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る)、消費税及び地方消費税を滞納していな

いこと。

②応募団体の制限

応募しようとする団体(グループ応募の場合は、すべての構成団体)が次に掲げる項

目に該当しないこと。

ア長崎市契約規則第2条の規定により長崎市における一般競争入札等の参加を制限さ

れている場合。

イ会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の

開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破

産手続き開始の申立てがあった場合。

ウ会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立

て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始

の申立てがあった場合。(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が

確定された場合(建設工事に係る有資格者にあっては、更生手続開始又は再生手続開

始の決定日以降を審査基準日とする経営事項審査を受け、長崎市の入札参加資格審査

申請書を再度提出し、その審査を経て有資格者として認定された者に限る。)を除く。)

工指定管理者の指定取消しを受けたこと又は業務の全部若しくは一部の停止を命じ

られたことがある場合。

オ長崎市指定管理者暴力団対策要綱第3条の規定により、代表者等が暴力団関係者、

暴力団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与、

暴力団関係者と密接な交際等を有している団体に該当する場合。

力長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領又は長崎市各種契約等における暴力

団等の排除措置に関する要綱の規定による指名停止措置の期間中である場合。

③必要な資格等

次の資格を有する技術者を雇用していること。(取得又は雇用見込みの場合を含む。)

・甲種防火対象物の防火管理者の資格(再委託不可)

」」_^

申請時には、以下の書類を提出してください。(原本1部、写し6部)

a)指定管理者指定申請書(様式3)

②グループ応募構成書兼委任状(様式4)(グループ応募の場合のみ)

信)団体の概要書(様式5)

④事業計画書(様式6)

⑤当該施設の管理に関する業務の収支予算書(5箇年分)(様式7)
」

⑥定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

⑦申請書を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及ぴ事業計画害並

ぴに前3事業年度の収支計算書、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書(明

-15-
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細書付)、法人税申告害別表1、4、5の写し(税務署の受付が確認できるもの(電子申

告についてはイ受信通知の写しを添付すること))、その他団体の事業及び経営の状況

を明らかにする害類(法人以外の団体を除く。)

⑧法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、 B)で確認)及び役員名簿(様式

8)

⑨印鑑証明圭(発行から3箇月以内のもの)

⑩納税に関する証明書(発行から3箇月以内のもの)

・長崎市税においては完納証明書

・法人事業税(長崎県分)の納税証明害(直近の事業年度分)

・消費税及び地方消費税の納税証明書(直近の事業年度分)

*納税義務がある場合のみ。ない場合は、その旨の申立書(様式9)を提出すること。

m)申立書(1 0②に該当しない旨の申立書)(様式 10)

【注意事項】

注1 提出害類は、官公署が発行する証明書等やむを得ない場合を除き日本工業規格

のA版とします。

注2 写し(6部)は、審査の公平性を確保するため、団体が特定できないよう団体

の名称、住所、電話番号等をすべて伏せて提出してください。

12

川接触の禁止

本件提案に関して、長崎市土木部指定管理者の候補者の選定審査会(以下「審査

会」という。)委員、長崎市職員、その他本件関係者に応募者が接触することを禁止

します。応募者が特定のものを有利にし、又は不利にするような働きかけを行ったと

きは失格とする場合があります。

なお、審査会委員は次のとおりです。

源城かほり(長崎大学大学院工学研究科)

小林紀((一社)長崎県中小企業診断士協会)

村木昭一郎((一社)長崎国際観光コンベンション協会)

峯比呂志((一社)長崎県バス協会)

平野牧男(長崎県社会保険労務士会)

②応募の制限等

ア市営駐車場の指定管理者への応募は、1団体につき 1申請のみとします。

イ複数の駐車場の指定管理者に応募することはできませんが、駐車場以外の他の

施設への応募に制限はありません。

に しての意
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③申請内容変更の禁止

提出された書類の内容については、提出後において変更することはできません。ただ

し、提出期間後その内容に明らかな錯誤があると認められる場合は、審査会での協議に

より訂正することができます。

④虚偽の記載をした場合の無効

提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。

⑤申請書類の完備

11に掲げるすべての申請書類が揃っていない場合は、申請を受け付けません。

⑥応募喜類の取扱い

提出書類は返却しません。なお、申請団体が提出した書類の著作権は、申請団体に帰

属します。ただし、長崎市は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必

要な場合は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、書類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。

⑦応募の辞退

申請後、辞退する場合には辞退届(任意様式)を提出していただきます。

⑧費用負担

応募に際して発生する費用は、選定の有無にかかわらず応募者の負担となります。

13

川審査方法

指定管理者の選定にあたっては、外部委員による審査会において、技術点及ぴ価格点
.、

の合計で評価を行う総合評価方式により審査し、審査会での審査の結果を踏まえ長崎市

において指定管理者候補者を選定後、議会の議決を経た上で指定管理者を指定します。

②審査の内容

ア資格審査

提出された書類により、必要資格等の審査を長崎市において行います。

イ書類・面接審査

応募内容や事業計画の取組み内容などについて、審査会が、書類及び面接にて審査

を行います。

査及ぴ の基
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③選定基準

ア安定した経営能力については、提出された書類により評価を行います。

イ上記以外において、審査における評価項目及び配点は次のとおりです。

区分
大項目

基本事項

基本方針

中項目

技術点

平等利用の確保

評価項目

事業計画

個人情報の保護

当該施設の管理運営にあたり、施設の設置目的等

に合致した経営理念・方針を持っているか

施設の運営計画

施設の利用に関し、公平性を確保する考え方と方

策が適切であるか

提供するサービス

管理運嘗

体制

施設の利用者の個人情報の保護に関する措置は

適切か

人員配置と職場環境

詳細

経理

事業内容に合った計画であるか

事業評価

施設の利用者の増加や利便性を高めるための提

案があるか

価格点

危機管理

職員配置や労働環境の設定は、当該施設の業務を

行うのに適切か

評価と改善

納付金

④失格基準

ア施設を管理運営する安定した経営能力がないと明らかなとき

イ 6 σののアで定める固定納付額(5年総額)を下回る提案がなされたとき

ウ技術点の大項目のすべてにおいて、配点の50%未満となるとき

工技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき

⑤選定結果

選定結果についてぱ、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長

崎市指定管理者ホームページ等において、申請者名、順位、点数等を公表します。

指定管理者候補者に決定した団体については、指定管理者選定結果通知書により通

知することとします。

また、指定管理者候補団体に決定した団体が、管理の開始までに「10 応募に関

配点

経理、駐車料金徴収事務等は適切であるか

危機管理体制は適切か(緊急時連絡体制、防犯、

防災、利用者トラブル防止等)

固定納付金

10

15

設定した事業指標や目標値に対する評価方法や

改善の取組み方針は適切であるか

20

固定納付金の提案額は適正か

※固定納付金の下限額から一定の基準額までの
提案については経費削減や収入増加の努力を評
価しますが、その基準額を上回る場合はサービス
水準の低下等が懸念されることから、評価が下が
ります。

10

15
25

15

5
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する事項」に規定する要件を満たさなくなうたときは、すみやかに長崎市に届け出て

ください。

14
ビ

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうえで指定されま

す。指定議案は令和元年11月長崎市議会定例会に提案することを予定しており、議決

後、指定団体に通知します。

理のヨ定の手き

15

指定管理者の指定後に、指定管理者と長崎市とにおいて指定管理業務に係る管理業務

上詳細な事項について、協定を締結します。

また、協定害に定めのない事項が発生した場合には、改めて協議することとします。

m 協定に盛り込む事項

ア総括的事項

施設の概要(施設の名称、規模など)

・指定期間

イ管理業務の履行に関する事項

・業務の範囲に関する事項

,個人情報保護に関する事項

・情報公開に関する事項

・職員への教育・研修

・利用者等からの苦情への対応

ウ施設の利用に関する事項

・利用料金に関する事項

・自主事業に関する事項

工納付金に関する事項

・長崎市への納付金の額

・納付期日

オ事業の実施に関する事項

・実施計画の実施に関する取り決め事項

力責任分担に関する事項

キモニタリングに関する事項

・事業報告書の作成及び業務報告に関する事項

・利用者アンケートに関する事項

・事故報告に関する事項

ク指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

ケ業務不履行時等における違約金に関する事項

にする
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指定期問終了に伴う措置に関する事項

その他必要な事項

②協定の締結に際し必要な事項

協定の締結に際し必要な事項については、指定管理者と長崎市が協議のうぇ定める

こととします。

③協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取

消すことがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

イ財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

ウ著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき

了

16 モニタリング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握

するモニタリ、ングを実施します。

指定管理者は長崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととしま

す。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしてい

ないと認めるときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業

務の停止や指定の取消しを行うことがあります。

17

①指定取消し等の要件

長崎市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消

し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

なお、'指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、長

崎市はその賠償の責めを負いません。

また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又は増加費用があるとき

は、指定管理者は長崎市に対し、その損害等を賠償することになります。

ア指定管理者が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき

イ自らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、業務の辞退や協定害の解除

の申し出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

ウ協定書又は関係法令等の条項に違反したとき。

工本募集要項「10 応募に関する事項」(1)に定める要件を満たさなくなったと

き。

をユ
の取消し及び 金
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施設の管理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

著しく社会的信用を失ったとき。

その他、市長が必要と認めるとき。

②業務不履行時等の違約金

指定の取消'し等で業務不履行となった場合は、違約金として、利用料金収入総額の

うち、施設の管理等に支払った総額(長崎市が認める正当な履行部分に相当する額)

を除いた額、及ぴ業務不履行部分の固定納付額(5年間の残りの部分)の 100分の 10

に相当する額を長崎市に納付していただきます。

なお、違約金の額は、指定を取り消された前日までの期間が 1年に満たないとき、

又はその期間に 1年未満の端数があるときは、その期間又はその端数は月割りによっ

て計算するものとします。また、この場合において、1月未満の端数があるときは、1
J

月を30日とした日割計算によるものとします。

18

①指定管理者として議会の議決が得られなかった場合等の措置

次のいずれかに該当Lた場合は指定管理者に指定しません。

なお、いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用及び

管理運営の準備のために負担した費用については、すべて指定管理者候補者の負担とし

ます。

ア長崎市議会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの間に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事

項が生じた場合

②業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、速や

かに長崎市に報告するものとし、その場合の措置については、次のとおりとします。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又はその

恐れが生じた場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の指示を行い、期間を

定めて改善策の提出及び実施を求めることができるものとします。また、指定管理

者がその期間内に改善することができなかった場合には、長崎市は指定管理者の指

定を取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとしま

す。

なお、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止され

た場合には、17①、(2)と同様に扱うこととし、その旨を協定害に規定することと

します。

イ不可抗力等による場合

の の

-21」
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不可抗力その他指定管理者又は長崎市の責めに帰することができない事由により

業務の継続が困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業務継続の可否等につ

いて協議を行い、継続が困難と判断した場合は、長崎市は、指定管理者の指定を取

消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

③業務の引継ぎ

指定期間の終了又は指定の取消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑か

つ支障なく引き継ぎができるように協力Lていただくこととなります。

問い合わせ先

住所〒舗0一舗舗長崎市桜町2-22 (長崎市役所本館5階)

土木部土木企画課

担当玉村、玉川(企画係)

電話 095-829-1415 (直通)

FAX 095-829-1229

E メール doboku_k ikaku@o ity. nagasak i.1g. JP

-22-
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長崎市民謙計也下駐車場(以下「市民会館地下駐彰昜」という。)の指定管理者が行う業務の内容及びその

範囲等は、このt識書による。

1 趣旨

本f雌書は、市民会館地下駐彰昜の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的

とする。

長崎市民会館地下駐車場に係る指定管理者の業務仕様書

2 管理に関する基本的な考え方

市民鎌官地下駐車場を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。

(1)市民会館地下駐彰昜が、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するものであるという設置理念に

基一づき、管理運営を行うこと。

(2)利用者の安全る倒呆に留意するとともに、施設の環境イ呆全、保安警備に努め、融子な施設のネ隹持管理を

行うことを基本とすること。

(3)利用者の意見を管理運営に反映させること。

(4)個人情報の保護を徹底すること。

(5)効率的運営を行うこと。

(6)管理運営費の削減に努めること。

3 施設の概要

(1)名称

(2)場所

(3)供用開始

(4)施設燃莫

市民会館地下駐彰昜

長崎市魚の町5番1号

昭和49年1月

構造鉄筋コンクリート、地下2層式伯走三埼

1正床面積 6,617. ont

収容台数普通車168台、二輪車73台

4 供用時間

午前0時から午後12時までとする。

5 指定期間等

令和2年4月1日から何口7年3月31日までの5年聞とする。

6 法令等の遵守

市民会館地下駐彰易の管理にあたっては、本t識書のほか、次に掲げる法令に基づかなけれぱならない。

(1)ナ也方自治法、1也方自治法施行令ほ力哘政関連法規

(2)個人情淵呆護に関する法律

(3)建築基準法、消防法

(4)労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働闘系法令

(5)駐車場法、長崎市駐車場条例、長崎市駐車場条例施行規RI」

(6)長崎市個人僻尉呆護条例

(フ)長崎市屋外広告物条例

(8)その他の闘系法令等
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7 職員の配置等について

(1)職員の配置は、利用者へのサービス及ひ痢」用者の安全陛を低下させないという条件の下、効率的な職

員配置についての提案を、事蕪÷画書幟式6)及び管理に関する業務の収支予算書(様式7)に言己載

するとと。

(2)職員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、駐車場の運営に支障がないように定めること。

(3)職員は制服を着用するものとし、制服は、あらかじめ長崎市の承認を得ること。

(4)職員に対して、力包設の運営管理に必要な研修を剣伍すること。

指註弸間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容をt識とする。

8 指定管理者が行う業務の範囲

(1)力伍設の管理及び運営に関すること。

①市民会館地下駐車場の利用に関すること。

ア入出庫取扱時間の設定(市長の承認が必要)

イ駐車券、定期券の発行及び回数駐車券の販売

ウ「長崎市中央地区商店街連合会」共遜主車サービス券の回収及び電子駐市券の列蛭

工駐車舶車)車両の把握

オ長期駐車車両の1巴1屋及び適切な対処

力炊に掲げる報告書等の長崎市への提出(書式及ひ三巳載内容は協定に浦いて定めることとする。)

(ア)利用状況報告書

(イ)営業伏況報告書

(ウ)ごみ減量チェックリスト細常点オ貪用)

(エ)駐彰易管理日報集計表

(オ)減3蔀リ用調査

(カ)測テ状況一覧

(キ),人件費内訳

(ク)事務費内訳

(ケ)管理費内訳

(=)その他内訳

(サM筋善費執行状況

(シ)光熱水費

(ス)回数券受入及U守厶出

(セ)清掃イ乍業報告

(ソ)利用者からの謝青とその対応状況(業務日誌)

(めその他必要な害類

キ駐車券、定期券及ひ回拡主市券のイ乍製及て腔庫管理

クその他必要な業務

②市民会館地下駐彰易の安全確保に関tること。

ア揚内巡視又は管理事獅斤におけるモニター等による市民会館地下駐彰昜内の闘見及び必要に応じて

の関係機関への連絡

イ市民会館地下駐聿易内の車両整理及酎旨示

ウ災害時における利用者の避難誘導

工長崎茂主彰易条例第14条の規定による駐車の拒否又は取消しに係る長崎市への連絡調整に関する
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オ市民会館地下駐彰昜の出入口の施錠及び解錠

力その他'要な業務

③市民会館駐車場の利用料金の徴収に関する業務

ア指定管理者は、長崎市駐彰昜条伊ι第11条(禾1朔料制、及び第12条鯏帰料金の減免)の規定

に定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けて定めた市民瓢官駐車場の利用半斗金を徴収す

るものと司、る。

イ釣り銭は必要に応じて準備し、利用者の便宜を図ること。

④利用*"金の減免に関する業務

⑤施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

(2)施設及ひ殷備の維持管理に関すること。

①施設及ひ般備の保守点検に関する業務

ア市民会館地下駐彰易の適正な運営のため、呂1俳長業務詳細に定める保守管理等を行うこと。

②施設の清掃に関する業務

ア車路のゴミ、紙く司雙の除去を行うこと。

イ鳩のふん等による車路の汚れは、水洗い等により除去し、特に油汚れ1ネi商切な方法により除去する

こと。

ウれ識の剪定及ひ禧ち葉拾いを定期的に行うなど、膨也内の景観の美化に努めること。

工排水溝の泥上げを行うこと。特に、スロープ付近の制1水溝については、泥等が鉾韻しやすいことか

ら、頻繁に泥上げを行うこと。

オ管理事務所及ひ深1朔者の出入口のガラスは、清潔に保つこと。

③備品類の管理

④その他の維持管理

ア不具合な照明装置1士す'みやかに交換すること。

イ場内巡視又は管理事務折におけるモニター等により、設備の不具合の監視を行うこと。

ウ市民会館地下駐彰昜の利用者及び自動車の出入口等(スロープを含む)は、安全な通行を確保する

⑤そのイ也"要な業務

(3)その他雄設の管理上市長が必要であると認める業務

①業務計画書及ひ取支予算書のイ乍製

②事業報告書の作成

③力桓設の環境マネジメントシステムの運用における必要な言醍の報告

④職員研彦

ア緊急時対策及ひ防犯・防災対策について、マニニアノレを作成し、職員に指導を行うこと。

イ個人情捌呆護の体制をとり、§競員に周知・徹底を図ること。

⑤利用者等からの苦情への対応

ア指定管理者は、謝青対応及て村劃昌等、運営管理に必要な職員の砺彦を定期的に実施すること。

イ管理運営に関して利用者及びその他市民からの要望、苦情等は、指定管理者において迅速かっ適切

に対応すること。なお、力秩困難な場合は、速やかに長崎市へ報告し、キ旨示を受けること。

ウ苦情を受けた場合は、苦情女匠里対応台帳を作成し、毎月、長崎市へ報告すること。

工長崎市になされた要望、苦t青等で対応上ι要と認める場合は、指定管理者に対して報告を求め、現

地を調査し、必要な指示を行う。

⑥その他必要な業務
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9 業務報告

(1)指定管理者は、管理運営業務の利用状況・実施状況等を記載した業務日報を作成し、長崎市が指定す

る期間保管し、求めがあったときは、提出すること。

(2)毎月、業務口誌に基づいて業務報告書を作成し、翌"10日までに長崎市に報告すること。

10 運営経費等について

(1)運営経費の執行

訓テについては次のとおりとする。

①人件費

職員の給与等は、指定管理者からの予算提案に基づき、剰折テするものとする。

②管理費

(ア)通信邇叛'費及甜肖耗品等の費用については、指定管理者の予算提案額で執1予ず'るものとする。

(イ)光熱冰費(電瓣斗、水道料)及び下水道使用料については、指定管理者の予算提案額で彰岼刊、る

ものとtる。

(ウ)清掃費、樹或警備費、設備保全費(消防設備、昇降機、駐彰易管制システム等)、については、

指定管理者の予算提案額で執1テ・す、るものとする。

(エ)駐車機器等の賃イ昔料については、指定管理者の予算提案額で蒋呼テするものとする。

③修繕費

(ア) 1件1,300,000円以下を刻象どし、指定予算額以内で彰ψテするものとする。なお、年

度末の実雛&告を受け、精算するものとする。

(イ)イ彦繕の剰哘(業者選定、昆積徴取、野勺等を含む。)は長崎司碓見約規RI」(昭和39年規則第26

号)に準じて行うこと。

(ウ)イ断善の内容が分かる簡単な位置図や着工前、施工、管制塔の写真を保管し、゛多繕の精算を行う

際に淵寸して提出すること。

(2)事業報告

会言十年度終了後、15日以内に事業の幸晧を行うこと。

(3)経理規定

指定管理者は、経瑞見定を策定し、経理事務を行うこと。

(4)立入検査について

長崎市は、必要に応じて労務省理、施設、物品、各種脹簿等の卿也検査を行うこととする。
ノ

11 指定管理者のR剖賞責任と保険の加入

(1)指定管理者の1割賞責任

指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し長崎市又は第三者に損害を与えた

ときは、民法第709条の規定により、その損害をa剖賞しなけれぱならない。また、国家1音償法第1条

又1*第2条の規定1.こより長崎市が第二者に当該損害をa割賞したときは、長崎市から求償権を行使される

ことがある。

(2)保険の加入

長崎市は「全国市長会市民総合1音餅削剣郷剣に加入しているが、保険の刻象は唄音償責イ壬イ呆険(身

体矧賞,財物1割賞等)」のみであり、「ネ棚賞保険(貝鯉金等)」及び、指定管理者が自らの責任と費用

において実施する自主事業や、医療行為などの保険の刈象とならない業務に起因する事故等によるもの

にっいて1ネ対象にならない。指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて

保険に加入すること。

<指定管理者が対象となる1割賞責イ劉呆険の内容>
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施剥割賞責イ冒呆険契約類型

てん補"艮度額

12 備品の取扱い

(1)施設の備品は市が購入するが、指定管理者は、自らの判断によ姉缶設運営のための備品を購入するこ

とができる。維持管理も含めたこの場合の費用は指定管理者の負担となり、購入した備品は、指定管理

者の所有に帰属するものとする。

(2)指定管理者は、長崎市の所有する備品等については、「長崎市会ヨ{規則」に定める備品台帳等を備え

てその保管に係る備品等を整理し、購入及び廃棄等については、長崎市と協議するとともに異動にっい
,

て定期的に長崎市へ報告しなければならない。'

(3)指定管理者は、長崎市が貸与する備品等において、故意又ιガ圖失により破損又1コ滅失した場合は、自

己の費用によ川蒜入又は調達しなけれぱならない。

(4)備品等の詳細の取り扱いについては、別途協定書において定めることとする。

、

身体1音償

財物1音償

1名につき

1事故につき

1事故につき

13 モニタリング実施方法

(1)事業報告書の提出

指定管理者は前各項に基づき、実施した事業に関する報告割事業報告勘を作成し、月ごと、年度ご
とに長崎市に提出することとする。

(2)施設不1」用者のアンケートの実施

指定管理者は、サービスの向上や禾lj用者の増加が図られるなどの効果があったか厳正に評価し検証す

る観点から、アンケート等により、施設禾リ用者の意見、苦情等を聴取し、その結果及て璞務改善への反

映状況について、長崎市に報告する、のとする。

(3)担当職員による舞也調査

担当職員が、直1劾E設に行き、管理運営の状1兄を調査することとする。

(4)指定管理者による自己三平価

指定管理者は、業務についての日報や月報等を作成することにより事織÷画との整合が敢れているか

等の自己ヨ平価を行い、事斯十画との飛高樹ミある場合は、早期に原因究明を行い、対策を講じることする。

(5)そのイ也

長崎市は、指定管理者の管理運営状況を把握するため、必要に応じた贈見'指導を行うものとする。

D型

1億円

10億円
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14 業務実施上の注意事項

(1)業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に勳缶tること。

①公の施設であることを常に念逗頁において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有手1」に、ある

いは不利になる運営をしないこと。

②施設の管理運営に係る各穆見定・要綱等がない場合は、長崎市の諸規定に準じて、あるいはその精神

に基づき業務を実施すること。

③指定管理者が施設の省理運営に係る各種規.定・要綱等を作成ずる場合は、長崎市と協議を行うこと。

④消防法(昭和23年法1聿第186別第8条の規定に基づき、防火管理者を定めること。

⑤指定管理者が市民会館地下駐彰昜を管理運営するに当たっては、当1籍主彰易が市民会館の一部である

ため、市民会館の管理を行う団体に対し誠意をもって協力すること。

⑥市民の利便に資するため、自動車の入場及び出場の時間の変更が必要であると市長が認めたときは、



指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行うものとする。

⑦その他、仕様書にき識のない亭項については、長崎市と協議を行うこと。

⑧各市営駐車場間で相互の利用情報を交換し、繁忙時には連係して他の市営駐声場へ車両誘導を行うこ

と。

15 協議

このt俄書に規定tるものの他指定管理者の業務の内容及U迦理について疑義が生じた場合は、長崎市と

協議し、決定する。

-54-



1 清掃業務については、下記実施要領に従い、、良心的な業務管理を行うこと。

2 作業人員は、業務を完全に遂行できる人員を配置するこど。

3 事務室及び階段等は、ゴミをクリーナーで除去し、汚損等があった時は、発見次第処

置し、原形に復すること。

4 清掃は、 1日1回とし、午前8時から開始し、業務に支障をあたえないように留意し

て午前10時までに完了すること。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではな

い

5 掃き並ぴに拭き清掃を行い、常に塵芥に注意し、汚れが多い場合にはモップにて拭き

清掃を実施司、る二と。

6 出入口のドア清掃は、人の手の脂等による汚れの部分を拭き取ること。

フドアの取手及び器具等の真瑜部分は、適当な薬品により研磨し錆ぴないよう留意する

こと。

8 便所は常に衛生に留意し、床及び棚等は水拭き洗浄を行い、常時清潔を保つこと。

9 便所及び洗面所の衛生陶器類は、薬品で洗浄すること。

10 トイレットペーパー及び手洗用液体洗剤等の補充作業及び汚物の処理を行うごと。

U 紙くず、空きビン及び空き缶等は随時回収し、分別のうえ、所定の廃棄場所に処理す

ること。

12 窓枠等は適度に水拭き及び空拭きを行い、ほこりやゴミがたまることのないよう留意

すること。

玲窓ガラスの清掃は、適宜行うこと。

14 集水ますは、ゴミ、土砂づまりの点検をすること。、、、

15'清掃作業中に建物や附属設備の破損箇所を発見した時は、直ちに日誌又は口頭をもっ

て常駐の職員に報告すること。

16 業務日誌を提出すること。

清掃業務詳細(市民会館地下駐車場)

適宜

【市民会館地下駐車場清掃実施要領1

地下1階トイレ

場所

地下2階トイレ

その他

床材

モサイクタイル

モザイクタイル

事務所、駐車場内清掃ν日

床面積

3.5 m

3.4 m

床

ν目

汚物処理

Ve 1/日

衛生陶器

1/日

Ve

適宜
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1 業務対象

長崎市民会館地下駐車場に浦ける機械警備

2

機械警備業務詳細(市民会館地下駐車場)

業務内容

対象施設の火災、事故及び盗難等の防止につとめ、施設物件の保全をはかる。

3 要求水準

(1)警備時間は、管理事務所及び場内は、営業時間外とする。(但し、駐車機器に

ついては24時問とする。)

(乞)対象施設に設置された警報装置により伝達される「異常」の有無を間断なく監

視するものとする。

(3)対象施設に異常が発生したことを認識したときは、即刻当該施設に急行し、異

常事態の確認をするとともに、事態の拡大防止に努めるものとtる。その際、必

要に応じて関係機関(長崎市及び指定管理者の緊急連絡者を含む。)に通報及び

連絡しなけれぱならない。

(4)非常通報が誤報であった場合は、非常警報の解除等の復旧作業を行わなけれぼ

ならない。

(5)対象施設に事故等が発生したときは、速やかに当該事故等についての報告書を

長崎市に提出しなければならない。

(田対象施設に設置された警報装置等が、毎日正常に作動しているか保守点検を行

うものとtる。

(フ)指定管理者の最終退場者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置を行い、

警報装置を作動開始の状態にセットするものとし、指定管理者の最初の入場者は、

警報装置を作動終了の状熊にセットするものとする。

(8)警備実施計画書を作成し、長崎市へ提出しなければならない。また、警備業務

の報告書を1音剛乍成し、早急に長崎市へ提出しなけれぱならない。

(9)爽急出動料金は、委託料に含むものとする。

aのこの仕様書に疑義が生じたときは、両者協議のうえ決定する。
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1 業務対象

硬貨選別機1台

硬貨選別機保守点検業務詳細(市民会館地下駐車場)

2 業務内容

機器が正常な機能を発揮し、稼働するように保守管理を行うものとする。

3 要求水準

(1)保守の内容

①清掃、注油及び一般調整

②異常有無の点検

③必要な部品の性能試験

④摩耗部品の修復、部品交換及び調整

⑤障害の修復

(2)保守方法

①定期保守

定期巡回方式による保守は年2回実施するものとする。

②緊急保守

故障が発生した場合は、遠やかに技術員を派遣し、故障箇所の修復にあた

るものとする。

(3)その他

業務完了後の報告書提出
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駐車機器及ぴ駐車場管制システム保守点検業務詳細(市民会館地下駐車場)

1 業務対象

導入した駐車機器類

2 業務内容

機器及び関連装置が正常な機能を発揮し、稼働するように保守管理を行うものとする。

3 要求水準

(1)保守の内容

①清掃、注油及び一般調整

②異常有無の点検

③必要な部品の性能試験

④摩耗部品の修復、部品交換及び調整

⑤障害の修復

(2)保守方法

①定期保守

定期巡回方式による保守は3か月に1回実施するものとする。

②緊急保守

故障が発生した場合は、速やかに技術員を派遣_し、故障箇所の修復にあた

るものと司、る。

<3)その他

業務完了後の報告書提出

、

<駐車機器参考数量>

駐車券発行機

出口精算機

カーゲート

P
ロロ

事前精算機

名

中央監視盤

磁気力ード書込機

誘導表示灯

ノξロスセンサー

センサー制御盤

数量

1台

1台

回転警告灯.伯立)

2台

PC レジ

3

レジオプションラインコンハ、ーター

口
ロロ

1台

自動読取機

名

1台

認証機

1

入口表示灯

2台

1台

数量

1台

1"

-58-
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1
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1 "'、
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1 業務対象

地上から広告物の上端までの高さが4mを超える危険性の高い屋外広告物

(はり紙等の簡易広告物は除く)

屋外広告物点検業務詳細(市民会館地下駐車場)

NO

2 業務内容

屋外広告物の老朽化等による落下、破損等による事故を防ぐため、定期的に点検を行

うもの。

高さ約 5 5m

規格

3 要求水準

(1)定期点検(3年毎に 1回)

長崎市屋外広告物条例第20条の2に基づき、屋外広告物の本体、接合部、支持部

分等の劣化及び損傷の状況の点検を行うもの。

なお、指定管理期間内での点検は令和2年度、令和5年度に実施するものとする。

(2)点検者の資格要件

屋外広告物の点検者は、屋外広告士、 1級建築士もしくは2級建築士又は特定建

築物調査員の資格保有者とする。

(3)提出物

点検状況の現場写真及ぴその作業内容を記載したものを提出すること。また、屋

外広告物安全点検報告書(第6号様式の2)により正副2部を製本し、点検完了後遅

滞なく提出すること。

(4)点検時の安全管理

点検を行う際は、必要に応じてバリケードや口ープ等を使用して作業関係者以外

の立入を禁止するなど、安全管理に十分な配慮を行うこと。

単位

基

数量 備考

ポーノレ騨1
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